
 

 

受付期間：４月１日 から １１月３０日まで 

提出書類：別紙「提出書類の詳細」を参照 

※本補助金を申請するためには、事前に市役所へ解体する空き家について 

    報告する必要があります。建築住宅課までお問い合わせください 

            ※遠方にお住いの方は、郵送による申請が可能です。下記に郵送。 

〒759-4192 山口県長門市東深川 1339番地 2 

長門市役所 建築住宅課 

 

書類審査には約２０日間必要です。余裕をもって申請してください。 

※書類に不備や不足があった場合、審査が遅れるためご注意ください。 
 

書類審査を通過した場合、補助金交付決定通知文書を郵送します。 

書類が手元に届いたら、工事業者に工事開始の連絡をしてください。 

 

工事に着工したら「着手届」を提出してください。 

解体工事は、申請した期間内または当該年度の２月末までに完了させて 

ください。また完了後速やかに「完了届」を提出してください。 

交付決定後に工事を中止し解体を取り止める場合は、「工事中止届」を 

提出してください。 

 

   工事完了届の提出後、職員による現地確認を実施し内容を審査します。 

   審査を通過した場合、補助金確定通知文書を郵送します。 

   補助金確定通知が届いたら「補助金交付請求書」を提出してください。 

 

補助金交付請求書が提出されたら、概ね 1 ヵ月程度で指定の口座へ 

補助金を振込みます。 

補助金の振込をもってすべての手続きが終了です。 

 

  

空き家解体補助金の申請から補助金交付までの流れ 

申請書の提出 

書類審査 ② 

① 

③ 

交付決定通知 

④ 

工事開始～ 

  工事完了 

⑤ 完了報告 

確定通知 

請求書提出 

⑥ 

補助金の振込 



提出書類の詳細 

 申請時の提出書類                                                                        

■ 補助金交付申請書 

指定の様式に日付・申請者住所・申請者名を記入のうえ提出 

空き家の所有者ではない人が申請する場合、所有者との関係性を証明する書類（戸籍附票等）の提出が必要になり

ます。 

■ 事業計画書（別記様式第２号） 

記入例を参考にして、指定の様式に必要事項を記入して提出してください。 

■ 危険空家等の位置図 

解体する空き家の位置が具体的に特定できる位置図を提出してください。 

手書き不可。 

■ 危険空家等の除却に係る経費の見積書 

長門市内に本店所在地を有する業者が発行した見積書を提出してください。（コピーでの提出可） 

※見積書の内訳は「一式」という記載をせず、具体的に項目及び単価が分かるように記載してください。 

■ 危険空家等の現況写真 

少なくとも次の写真を撮影し提出してください。 

①空き家の遠景（周囲の状況が分かるもの）②空き家の正面 ③空き家の裏側 

■ 危険空家等の登記事項証明書又は固定資産課税台帳登録事項証明書 

申請者と空き家の関係性を証明するための書類です。 

登記事項証明書 ➡ 法務局で発行できます。最寄りの法務局へお問い合わせください。 

固定資産課税台帳登録事項証明書 ➡ 長門市役所または支所で発行可能です。（郵便請求可能） 

■ 申請者の属する世帯全員の住民票 

世帯構成を確認するための書類です。世帯全員が記された住民票を提出してください。 

長門市役所または支所で発行可能です。（郵便請求可能） 

長門市以外にお住いの方は、居住地の役所へお問い合わせください。 

■ 申請者の属する世帯全員の所得証明書 

所得の条件を満たしているか確認するための書類です。 

提出するのは、申請時点で発行可能な最新の所得証明書です。 

提出する住民票に記載された世帯全員分（一人につき一枚）を提出してください。 

長門市役所または支所で発行可能です。（郵便請求可能） 

長門市以外にお住いの方は、居住地の役所へお問い合わせください。 

 



 

■ 申請者の属する世帯全員の補助の要件を審査するために確認する必要のある個人の情報に関する調査同意書  

補助金の審査において、長門市税等の納付状況を調査することに同意していただくための書類です。 

日付・住所・氏名を記入。 

■ 所有者等以外の者が申請する場合は、所有者等の承諾書 

所有者から解体に関する同意が取れていることを証明するための書類です。 

書類は所有者が記入してください。 

■ 所有者等と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の除却に係る承諾書 

土地の所有者が所有する土地の敷地内で解体工事が行われることについて合意が取れていることを証明するための書類

です。書類は土地の所有者が記入してください。 

 工事開始以降の提出書類                                                   

■ 着手届 

工事に着手したら提出してください。申請者の住所・名前を記入。 

■ 工事中止届 

工事を中止し、解体を取り止める場合に速やかに提出してください。 

申請者の住所・氏名と工事の中止理由・工事中止決定日を記入。 

■ 完了届 

解体工事が完了したら添付資料を添えて提出してください。 

申請者の住所・氏名と着手日・完了日を記入。 

■ 事業実施中及び完了後の写真 

完了届の添付資料として提出してください。 

解体工事中の様子が分かる写真と工事完了後の更地となった状況を撮影。 

■ 領収書の写し 

完了届の添付資料として提出してください。 

工事業者に代金を支払い、その領収書を発行してもらう。コピーでの提出可能。 

このとき、当初申請した工事代金と同額でなければならない。 

■ 廃棄物処理に関する処分証明書類 

完了届の添付資料として提出してください。 

いわゆる廃棄物マニフェストと呼ばれるもの。廃棄物マニフェストのうちＥ票を提出。 

詳細は、工事業者にお問い合わせください。 

■ 請求書 

申請者の住所・氏名と振込先口座の情報を記入して提出してください。口座は申請者と同名義とする。 


